
自
衛
官
等
採
用
試
験

※
自
衛
官
候
補
生
と
一
般
曹
候
補

　
生
の
受
験
年
齢
が
33
歳
未
満
に

　
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

○
自
衛
官
候
補
生
（
陸
・
海
・
空

　
男
子
）

▼
資
　
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

　
の
人

▼
受
付
期
間　
3
月
5
日
㈫
ま
で

▼
試
験
日　
3
月
９
日
㈯

▼
試
験
会
場　
大
村
駐
屯
地

▼
合
格
発
表　
3
月
中
旬

○
医
科・歯
科
幹
部
（
陸・海・空
）

▼
資
　
格　
医
師
・
歯
科
医
師
の

　
免
許
取
得
者

▼
受
付
期
間　
４
月
19
日
㈮
ま
で

▼
試
験
日　
5
月
10
日
㈮

▼
試
験
会
場　
長
崎
地
方
協
力
本

　
部

▼
合
格
発
表　
7
月
26
日
㈮

▼
待
　
遇　
２
等
陸
海
空
尉
以
上

　
で
採
用
（
経
験
年
数
に
よ
り
異

　
な
る
）

申
し
込
み
・
問
自
衛
隊
島
原
地
域

　
事
務
所
（
☎
�
３
７
５
９
）

非
常
勤
職
員

①
学
習
支
援
員

▼
雇
用
人
数
　
若
干
名

▼
勤
務
場
所　
市
内
小
・
中
学
校

▼
雇
用
期
間　
４
月
４
日
㈭
～
翌

　
年
３
月
24
日
㈫

▼
勤
務
内
容
・
賃
金　
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
募
集

　
要
項
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

▼
応
募
方
法　
顔
写
真
を
貼
っ
た

　
履
歴
書
を
学
校
教
育
課
に
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い

▼
応
募
期
限　
２
月
13
日
㈬　
17

　
時

▼
応
募
・
問
学
校
教
育
課
（
☎
�

　
５
４
７
２
）

②
建
築
技
術
員

▼
雇
用
人
数
　
１
人

▼
勤
務
場
所　
島
原
市
教
育
委
員

　
会
事
務
局
内

▼
雇
用
期
間　
４
月
～
翌
年
３
月

▼
応
募
資
格　
次
の
①
～
③
の
要

　
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
一
級
建
築
士
免
許
、
ま
た
は
二

　
級
建
築
士
免
許
を
有
す
る

②
普
通
自
動
車
免
許
（
Ａ
Ｔ
限
定

　
で
も
可
）
を
有
す
る

③
パ
ソ
コ
ン
操
作
（
エ
ク
セ
ル
、

　
ワ
ー
ド
他
）
が
で
き
る

▼
応
募
方
法　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
紹

　
介
状
、
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

　
お
よ
び
資
格
証
の
写
し
を
教
育

　
総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
応
募
期
間　
２
月
４
日
㈪
～
２

　
月
14
日
㈭　
17
時
ま
で

▼
応
募
・
問
教
育
総
務
課
（
☎
�

　
５
４
７
１
）

介
護
予
防
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

①
国
見
鍋
島
邸
の
緋
寒
桜
と
春
の

　
交
流
会

②
世
界
文
化
遺
産
原
城
跡
と
春
の

　
交
流
会

▼
と
　
き　
①
３
月
１
日
㈮
午
後

　
②
３
月
８
日
㈮
午
後

▼
内
　
容　
①
鍋
島
邸
周
辺
散
策
、

　
夕
食
会
食
②
有
馬
キ
リ
シ
タ
ン

　
遺
産
記
念
館
お
よ
び
原
城
跡
見

　
学
（
ガ
イ
ド
付
）、
夕
食
会
食

▼
対
象
者　
市
内
に
住
所
を
有
し
、

　
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65

　
歳
以
上
の
人

▼
定
　
員
　
各
20
人
（
先
着
順
）

▼
参
加
料　
①
４
２
５
０
円
②
４

　
３
２
８
円
（
会
食
代
、入
場
料
、

　
バ
ス
代
込
）

▼
申
込
期
限　
２
月
13
日
㈬

▼
申
し
込
み
・
問
島
原
地
域
広
域

　
市
町
村
圏
組
合
介
護
保
険
課
地

　
域
支
援
係
（
☎
�
９
１
０
２
）

サ
ロ
ン
リ
ー
ダ
ー
・

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
認
知
症
予
防
の
た
め
、
地
域
の

元
気
な
高
齢
者
の
人
を
サ
ロ
ン
リ

ー
ダ
ー
・
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
養

成
し
、
認
知
症
予
防
の
普
及
拡
大

と
高
齢
者
サ
ロ
ン
の
立
ち
上
げ
を

目
的
と
し
た
講
座
の
受
講
生
を
募

集
し
ま
す
。（
長
崎
県
補
助
事
業
）

▼
と
　
き　
２
月
26
日
㈫
、
３
月

　
５
日
㈫

▼
と
こ
ろ　
森
岳
公
民
館

▼
講
座
内
容　
認
知
症
に
つ
い
て

　
の
講
義
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
な
ど
全
５
講
座

▼
参
加
料　
無
料

▼
申
し
込
み
・
問
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ

　
ン
タ
ー
や
ま
ぼ
う
し
（
☎
０
９

　
５
７
�
６
０
１
８
）

■ 市役所本庁（代表）☎ 63-1111
■ 有明庁舎    （代表）☎ 68-1111
※外港庁舎と折橋庁舎への電話は本庁
　代表☎ 63-1111 から転送できます

＜広 告＞

　島原市　　 　　検索
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集
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に
入
所
の
人
ま
た
は
身
体
障
害

　
者
日
常
生
活
用
具
（
お
む
つ
）

　
給
付
事
業
の
対
象
者
は
対
象
外

▼
助
成
金
額　
お
む
つ
を
購
入
し

　
た
金
額
の
３
分
の
１
を
助
成

※
月
額
５
０
０
０
円
を
上
限

▼
申
請
期
間　
お
む
つ
購
入
月
か

　
ら
６
カ
月
以
内

▼
申
請
に
必
要
な
書
類　
印
鑑
、

　
振
込
先
の
通
帳
、
お
む
つ
を
購

　
入
し
た
際
の
領
収
書
、
身
体
障

　
害
者
手
帳
な
ど
（
所
持
し
て
い

　
る
人
の
み
）

▼
申
し
込
み
・
問
福
祉
課
地
域
福

　
祉
班
（
☎
内
線
２
７
１
）
ま
た

　
は
有
明
支
所
（
☎
内
線
５
０
７
）

就
労
支
援
メ
イ
ク
ア
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー
イ
ン
島
原

「
転
職
に
向
け
て
自
分
自
身
の
メ

イ
ク
の
プ
ロ
に
な
る
」
ひ
と
り
親

家
庭
対
象
の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

▼
と
　
き　
３
月
10
日
㈰　
13
時

　
30
分
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
島
原
文
化
会
館

▼
内
　
容　
美
し
い
肌
と
ス
キ
ン

　
ケ
ア
、
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
テ
ク
ニ

　
ッ
ク
の
案
内
・
実
習

※
託
児
あ
り

※
詳
し
く
は
「
エ
ー
ル
な
が
さ
き
」

　
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い

▼
講
　
師　
資
生
堂
長
崎
支
社　

　
メ
イ
ク
ト
レ
ー
ナ
ー

○
１
級　
月
額
５
万
１
７
０
０
円

○
２
級　
月
額
３
万
４
４
３
０
円

※
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在

▼
支
給
方
法　
４
月
・
８
月
・
11

　
月
の
年
３
回
、
指
定
口
座
に
振

　
り
込
み
ま
す

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き
に
必

　
要
な
も
の
一
式

○
診
断
書
（
児
童
の
障
害
の
状
態

　
に
よ
っ
て
様
式
が
異
な
り
ま
す

　
の
で
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く

　
だ
さ
い
）

申
請
・
問
こ
ど
も
課
こ
ど
も
家
庭

　
班
（
☎
内
線
２
７
８
）

ね
た
き
り
高
齢
者
等
お
む
つ
費

助
成
事
業

▼
対
象
者　
市
内
に
住
所
を
有
し
、

　
お
む
つ
を
常
時
使
用
し
て
い
る

　
人
の
う
ち
、
満
65
歳
以
上
の
ね

　
た
き
り
高
齢
者
ま
た
は
ね
た
き

　
り
身
体
障
害
者
で
前
年
分
（
１

　
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
に
購
入

　
し
た
分
を
申
請
す
る
場
合
は
、

　
前
々
年
分
）
の
所
得
税
非
課
税

　
世
帯
の
人

※
ね
た
き
り
高
齢
者
、
ね
た
き
り

　
身
体
障
害
者
の
基
準
は
市
で
定

　
め
て
い
る
調
査
表
に
基
づ
き
判

　
断

※
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人

　
保
健
施
設
、
療
養
型
医
療
施
設

＜広 告＞

燃
や
せ
る
ご
み
全
地
区
収
集
日

　
２
月
12
日
㈫
は
市
内
全
地
区
の

燃
や
せ
る
ご
み
を
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
場
合
は
、
８
時
ま

で
に
指
定
の
場
所
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
環
境
課
ク
リ
ー
ン
資
源
班
（
☎

　
内
線
１
９
３
）

児
童
扶
養
手
当
お
よ
び

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

　
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
父
、

母
ま
た
は
養
育
者
か
ら
の
申
請
が

必
要
で
す
。
ま
だ
認
定
申
請
を
し

て
い
な
い
人
は
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
（
い
ず
れ
も
所
得
制
限

あ
り
）。

児
童
扶
養
手
当

▼
対
象
者　
次
の
①
～
⑥
の
い
ず

　
れ
か
に
該
当
す
る
子
（
18
歳
に

　
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

　
31
日
ま
で
の
人
）
を
監
護
し
、

　
か
つ
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
父

　
ま
た
は
母
ま
た
は
養
育
者

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
子

③
父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障

　
害
の
状
態
に
あ
る
子

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

　
で
な
い
子

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

　
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
子

⑥
そ
の
他
（
父
ま
た
は
母
が
１
年

　
以
上
遺
棄
し
て
い
る
子
、
父
ま

　
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　
て
い
る
子
な
ど
）

▼
支
給
額　
子
の
人
数
、
父
ま
た

　
は
母
お
よ
び
同
居
親
族
の
所
得

　
状
況
に
よ
り
決
定
し
ま
す

▼
支
給
方
法　
４
月
・
８
月
・
11

　
月
・
１
月
・
３
月
の
年
５
回
、

　
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

※
平
成
31
年
度
支
給
月

▼
支
給
開
始
月　
申
請
を
受
け
付

　
け
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
し

　
ま
す

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
受
給
資
格
者
お
よ
び
子
の
戸
籍

　
謄
本

○
受
給
資
格
者
の
印
鑑

○
受
給
資
格
者
名
義
の
通
帳

※
養
育
状
況
に
よ
り
、
別
途
提
出

　
書
類
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

　
す
の
で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ

　
て
く
だ
さ
い

特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
対
象
者　
精
神
ま
た
は
身
体
に

　
重
度
ま
た
は
中
度
以
上
の
障
害

　
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
家

　
庭
で
監
護
し
て
い
る
父
母
、
ま

　
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
、
そ
の

　
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
支
給
額

還暦祝に
2019
イノシシ年干支てぬぐい
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所
国
内
検
疫
担
当
（
☎
０
９
３
‐

３
２
１
‐
２
８
０
９
）
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

農
業
経
営
収
入
保
険

　
青
色
申
告
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

　
青
色
申
告
を
行
う
農
業
者
（
個

人
・
法
人
）
は
収
入
保
険
に
加
入

で
き
ま
す
。
収
入
保
険
は
、
全
て

の
農
産
物
を
対
象
に
自
然
災
害
や

価
格
低
下
な
ど
に
よ
る
収
入
減
少

が
生
じ
た
場
合
に
補
償
す
る
保
険

で
す
。

問
長
崎
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会

　
（
☎
０
９
５
7
�
６
１
６
１
）

諫
早
年
金
事
務
所
出
張
相
談

▼
と
　
き　
２
月
20
日
㈬
、
３
月

　
20
日
㈬
・
27
日
㈬

▼
と
こ
ろ　
三
会
農
村
環
境
改
善

　
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
人
数　
15
人

※
３
月
27
日
㈬
は
10
人

▼
申
込
方
法　
相
談
開
設
日
の
10

　
日
前
ま
で
に
市
民
窓
口
サ
ー
ビ

＜広 告＞

▼
定
　
員　
20
人

▼
申
し
込
み
・
問
長
崎
県
ひ
と
り

　
親
家
庭
等
自
立
促
進
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
９
５
‐
８
１
３
‐
０
８

　
０
０
）

「
就
学
指
定
校
」
に
つ
い
て

　
市
立
小
・
中
学
校
で
は
、
原
則
、

住
民
登
録
を
し
て
い
る
住
所
に
よ

り
、
就
学
す
る
学
校
が
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
別
な
事
情
な
ど
に

よ
り
、
指
定
校
以
外
の
学
校
へ
の

就
学
を
希
望
す
る
場
合
は
、
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。
要
件
を
満
た
す

場
合
は
指
定
校
以
外
の
学
校
へ
就

学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
（
☎
�
５
４
７
２
）

種
イ
モ
（
種
バ
レ
イ
シ
ョ
）
を

使
用
す
る
皆
さ
ん
へ

　
県
内
で
生
産
さ
れ
る
種
イ
モ
は

病
害
虫
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
植

物
防
疫
官
が
検
疫
し
て
い
ま
す
。

　
病
害
虫
が
い
な
い
こ
と
を
確
認

し
、「
合
格
証
票
」
が
添
付
さ
れ
た

種
イ
モ
以
外
は
、
販
売
、
譲
渡
お

よ
び
県
外
へ
の
移
出
が
法
律
に
よ

り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
合
格
証
票
」
の
添
付
が
な
い
種

イ
モ
が
販
売
、
使
用
さ
れ
て
い
た
場

合
は
、
農
林
水
産
省
門
司
植
物
防
疫
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市政情報発信中

●人　口  45,364 人（－６）
●男　性  21,176 人（－６）
●女　性  24,188 人  （±０）
●世帯数  19,731 世帯（＋ 16）

人 の動き（１月１日現在）

12 月中の動き
出生  30 人　死亡  51 人
転入  73 件　転出  40 件

　
ス
課
窓
口
班
へ
予
約
（
電
話
予

　
約
可
）
を
し
て
く
だ
さ
い

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加

入
し
ま
し
ょ
う

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保

障
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
ケ
ガ
で

重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
も
年

金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な
い
人

生
の
「
万
が
一
」
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　
学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
人
で

20
歳
に
な
っ
て
第
一
号
被
保
険
者

と
な
る
人
は
加
入
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
諫
早
年
金
事
務
所
（
☎
０
９
５

7
�
１
６
６
２
）
ま
た
は
市
民
窓

口
サ
ー
ビ
ス
課
窓
口
班
（
☎
内
線

２
３
２
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

・
五
月
人
形
（
幅
２
ｍ
奥
行
１
ｍ
）

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

・
ア
ル
ミ
は
し
ご
（
7
ｍ
）

・
ぶ
ら
さ
が
り
健
康
器
具

問
市
民
相
談 

・
消
費
生
活
セ
ン

　
タ
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

不
用
品
の
交
換

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

●島原市ホームページ（http://www.city.shimabara.lg.jp/）
●ケーブルテレビ
・カボチャテレビ
　（土曜　8:30、10:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
　（日曜　8:00、15:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜　18:45）
●ＦＭしまばら（88.4MHz）　（月曜～金曜　９:00、13:00）
●新　聞　・島原新聞 市役所欄（随時）
　　　　　・長崎新聞 市政情報コーナー（毎月第２・４火曜）
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＜広 告＞

▼
相
談
会
場　
島
原
税
務
署

▼
開
設
期
間　
２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮

▼
受
付
時
間　
９
時
～
16
時
（
土
・
日
曜
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
）

※
申
告
会
場
に
来
場
し
て
申
告
書
を
作
成
す
る
予
定
の
人
は
２
月
18
日
㈪

　
以
降
に
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
２
月
15
日
以
前
は
限
ら
れ
た
人

　
員
で
対
応
し
ま
す
の
で
、
長
時
間
お
待
た
せ
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
、
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

　
フ
ォ
ン
か
ら
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成
、
提
出
が
で
き
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先　
島
原
税
務
署
（
☎
�
３
２
８
１
）

　
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
受
付
期
間
終
了
間
際
は
会
場
が
非
常
に
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め

に
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
会
場
・
期
間

①
市
役
所
税
務
課
…
２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮

※
税
務
課
に
来
庁
す
る
場
合
は
、
新
庁
舎
建
設
中
の
た
め
市
役
所
線

　
路
下
の
「
大
手
浜
駐
車
場
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

②
有
明
公
民
館
…
２
月
25
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
提
示
が
必
要
で
す

　
次
の
い
ず
れ
か
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
通
知
カ
ー
ド
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
や
公
的
医
療

　
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど
）

※
扶
養
親
族
な
ど
が
い
る
人
は
、
扶
養
親
族
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
の
記
載
が
必
要
で
す

▼
各
種
控
除
の
申
告

　
障
害
者
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
毎
年
、

　
申
告
が
必
要
で
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
市
民
税
班
（
☎
内
線
１
７
２
）

▶と　き・ところ
　２月 ５日（火）　三会農村環境改善センター　１階　多目的ホール
　２月 ６日（水）　杉谷公民館　１階　大ホール
　２月 ７日（木）　安中公民館　１階　大ホール
▶受付時間
　９時～ 11 時、13 時～ 16 時
▶準備品
①マイナンバーカード交付申請書（通知カードと一緒に送付済み）
②本人確認書類（顔写真付きの公的書類｟※１｠であれば１点、顔写真無しの公的書類｟※ 2｠の場合は２点）
※１　運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
※２　健康保険証、介護保険証、預金通帳、キャッシュカードなど
▶問い合わせ先　市民窓口サービス課（☎内線 182）

マイナンバーカードの出張受付を実施します～顔写真を無料で撮影します～
　マイナンバーカードは身分証明書やマイナンバーの確認に利用できるカードです。
　カード交付は申請から約１～２カ月後のため、税の申告や就職・進学などに備えて前もって申請するこ
とをお勧めします。

市
県
民
税
・
国
保
税
の
申
告

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告


